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印

様

事

欄

式 は

の

様

記

５

し
入

道 公 報

長
所 ・談

相 断

童

診※児
意

評

号外第

録 登親 登 親親

里里里※

月 月年 年氏 了

録満

号

番
録

登
親

里

月 受に

一 けよ

日

内ま
の出

項け
事届

たり

火

を。
容す

曜

更記

変

日

ま
し

里

な第

い
さの登 だ３

くの親

で条

出

）届

事 係

。関録 い３

調

日日名価見

変

者

項

））

父母：

里里査

名た

氏し

号

年
名

氏
・

職

に
等
定
認
の
親
里

、
で

の

月
年

書
出

届

所 更住

す
関

項

北次１
第

令
省
る

日
月

り定

知お規

道との

海の

日

養に

事

第
記
別

の
式
様
号 更

登登里変
）

更更

変変

育よ

の
親

里

年年

録親 録

ま
つ出

にけ
童届
児り

様

届生
発
が

故
事。
てす
い

出し

６

委
第

係
関童 ４

の児 ３
の託
条

名

住氏

容由

内理

故
）
事

日

月月 番氏

旧新旧新

所

号日名

者た

類
種

））

父母

里里

の
親
里

所名、

住氏で
の

等
定

認

五

年

書
出

届
生

発

る
す
関

に
第
令

省

日
月

条
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記

別
式
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号

第

北 海

採

のの

故親

事里の

状況

経た

生っ状 発

道 公 報

内
の

故
事

事故の

号外第

発生 児 親故

託事発

里委
氏年場

氏生 童

号

平
成
十
四
年
十

童
関
児 ５

の託 ３
の委

条 置況

過措

困
育

養
の ）

係

日所 名名月

容等

）
母

里
月
一
日

）
父

里

火

曜

記

日

生
日

月
年

書
出

届
難

別
記
第
二
十
号

託

登里委

相
童

児
置

措理

る
次す里

関

歳
）

児

録親

り第の

お令
と省親

の

事
知
道
海
北

委

様
式
の
二
の
次
に
次
の
四
様
式
を

号名名
童 番氏

名由

所
談

））

父母

里里

の項
童２類

児第
託条種

続よ
継に

を定
育規

養の
と出記

届こけ
る届
すり

様

出

加
え
る
。 と

住氏難。
困す

者がま
、

で
の

た
し

ま
り

な

所名

親
里

六

日
月

に
等
定

認
の

年



施設・設

室室面建平 物成 名数積の十 構四 保造年
十 育

北 海

者管理者

系

設住代管管住列

理所施 表理

者者 置所
者等名名者等設

道 公 報

設置

施
設
の設区

所置

在者

地名分

号外第

届

設

おす
とま施 の出

次け
外名 可

認
り。

号

別

北 記

海 第

道
知 号

事

式
様

様

３
の

鉄木月 骨 室

一 造造 等室日

コ他
筋の 戯

鉄そ

遊

火 ン 室室

ク曜

理ー
リ 調

日

造
ト

室室

有 電〒電

話氏氏話

系 番名名番列 号））号施
設
数

か
所

営
直

店

〒 １５ 〒施最

社共 設寄

会済 電り

福組 話駅祉合 番バ法 号人６ ス

会 路

２社 線

医 ）療７
法任
人意 線

団

し
ま

し
置

設
を

設
施

育
保

にで

人びの

住氏法並た

所名に

認
第

育 ）
係保

関
外 ２

の可 条
設

設
施

造） 個が
ん 器れ 便 便

建
階 の

そ

） 所室

合の
て

他

・
フ
ラ
ン 職職チ

名名

イ
ャ

））

ズ
〕
う
ち
道
内

か
所

３体
宗 駅教８

バ法個
人人 ス
停

４９ 名

社そ ）団の

バ法他
人 ス

又 ・

は 徒

財 歩） 団

あ名、

び福事年 て及童

っ称児

主表法開 、代祉月 業

は
た者第始日

るの

の年 所２

務名の

事氏条

書
出

届
置

在定月

所規

の

階

月
年

え

間
時間間

園
在昼夜

計

後後

午え午

）
無

※
上分
が 金区

記か定届

料る員出
年 金書人 歳

の類） 児分月

法
人 分

利用料

年

利齢

用歳歳歳歳歳

形児児児児児 態

よ

地に 〕
り日

平土日提サ内

供ー ・

曜祝
祭すビ

日

備
建開
所 物
の
形時

８
おお

にに

でで

まま

時時

齢迎迎

年
０
歳

）） 児
１
歳

記を日

入添０の

に付歳前

当す児日

たるに

りこ 円１お

、と歳い

こ。児て

の保

様２育

式歳し

に 円児て

よい

３る

月
ぎ
め
額円円円円円 月
）
一単
時位
預
か時
り円円円円円 間
）
単

日日日るス容

月一夜
間 ：：：ぎ時時

め預間

契か保 保

約り育育）

：：：対対対対対

象象象象象

年年年年年

齢齢齢齢齢

態間

専
用通
常 建
物

開

集
合所

住
宅時

事間

） 児 務）

２
歳

）） 児
３
歳

） 児）

４就
歳学

七 前））

小
学

り
難歳児

い児童

場 円の

合４人

は歳数

、
利就

用 円学

形前

別小 態
び生 及学

位

円円円円円 ））
単
位

円円円円円 ））
そ食入キ

代金ン

事会ャ

：：：

歳歳歳歳歳

：：：歳歳歳歳歳

）））））

※※

）は入）容のす

１２

所
ビ時

ル間

業外

務開

用
ビ所

ル時

そ間

の
他備

） 生）

計

） ）

のセ

金 円料
別計

齢 ）年

円円円円

他

料
ル）

０、すサは注る

歳月るー、意こ

児齢こビ」と

のまとス記を。

記内上照

場で。の入参

合 ）考



○ 有無等

有 体
資 制
格 資保その 事従者 格育のう

てし士他ち いる、保 ・

従・看届育 事

北 海

資格の

医年施育

携出保 常 提届
の設へ 機

日務 療月業 勤
非

道 公 報

保状

は
数入況 童加 児険

※

加未 ※ 上

険付
保添

段加

約こ
契の に

号外第

宿
泊間

時

午で
時迎お

２お間計

前に時

号

夜
深

平
成午時 十後ま 四で 年時に 十護出士

てし師年又

ない月は い日看 ）

看その護 護の前師 師他日の

人人に資 ）

お格 看そいあ

師他
護の

保）

てり

） 人人育

そ

長事 勤 日従 常 関前の

に

話携お

所電提に

常保 在い勤育 て 番内士 保 地号容職

従育人人 務

者事 に非保 従常育 を勤士 除 事く し。人人 ） て

常調

入入

い

書と 記。 〕

保保保機 入

金 下の関 、険険 険内 し
の類故）額名 段種容 事

賠

迎

険 は保 に任 内責 ）償

ま
朝し

翌な

らえ

かえ

））））
） ） ） ）

かお 月ら迎 一午え 日

２
前

火

曜

日

の従 他事

人し ）

て そい

他
の

者
る

） 人

び
及
数
置
配
の

勤理 る

のそ 職他人人 職 員員 の非調 ・ 配常理 を勤 置

く除 数。人人 ）

常
人 計

合

勤

＋非

険 り保 か害 預傷 時・ 一
再他 をの 数そ 童・ 児

こ
る
す
掲

））））
） ） ） ）

））））
） ） ） ）

資格 ※

の
務
勤

有る
き

勤 に施 格類務 資書常 職

添従 者を

常

＋勤

）人
※
の 常

こ勤 勤

の務 換総

届時 算勤

出間 後務

常常常

に帯 の時 勤 勤 勤

）

。
と

職 ○
上
記 総

名 以 勤

外 務

常常 勤 の 時勤 勤

） ） ） ）

常 保

勤 育
士換

）算
後

常常常常の 勤 勤 勤 勤

保 例 職

従
育
）
事

名者
常 勤勤事

士るて非 育すし設 保付

職 はとる長勤 又こい常

看。常 護員勤

師の保 配育 ）従人 置事 に者 予非 つ定常 を い勤 除 て数

。く

人間 ・・・各の 数 非非非保記 常常常

育入 勤 勤 勤

従は
事不

）者要 時の。 間勤た

÷務だ
体し
制、 ８
時が常
分勤 間

務 職 間・・

非非 形 員

常常 態勤 勤
８
時 ）時勤 間

時 ÷

時 ８
時務

間時

人 ・・・・

数 非非非非
勤

常常常常

勤 勤 勤

務

非
・

形

常 態勤

勤

時
８

時

務

時
時

人 は）

、平

常 保均勤 的そ 育の な他 士人 職 職員 登員非 録・ 配常 証を勤 置除 のく ）。人 写）

し常 等勤

、合 資計

＝か換
る算
勤後
務の
割人

）表数 人等は
を必
添ず
付記 総し入 勤たす

場る 務
時合こ

＝

時 時

時

）人時 間

時
時
２

帯

時

総
勤
務
時

時時
時

間時
時

八

時
２

帯時

人 格

＋非 が常 確＋勤 認

）人

はと 間

で

、。
職
員
別

勤
務

間
時

間

勤８

務時 時間 間



※
の 常

こ勤 勤
換総平 の務 算勤成 届時 後務十 出間 常の時四 に帯 勤人間 ・年 各の 数 非十 保記

北 海

職
名

常常常常 勤勤 勤 勤 勤 務・・・・

非非非非 形

道 公 報

○ 常

上 勤

記 換総

以 算勤

外 後務

常常常の の時 勤 勤 勤職 人間 ・・・

員 数 非非非

号外第

保 職 ○ 等保 例育 有従育 ）士 資事） 名 格 その者

者 のう

常 常 他ち勤勤 勤 、保務・ ・

非 非 保育形

号

の有無
資保 従 保事 育格育

てし 業士

るい 務・

従・ へ看 事常

月 育入 勤

一 従は

日 事不

）者要 時の。 間勤た

÷務だ

火 体し
制、 ８
時曜 が常
分勤 間

日 ＝か換
る算

常常常常 態勤 勤 勤 勤
８
時

勤

時
時

務

時
時

常常常
勤 勤 勤

）時
間
÷
８
時
間
＝

常 常 育士態勤 勤 に又
従は ）事看８
時 し護勤 て師

いの時

る資

時 者格
のあ務

配り時 置）
数

の護

及時

てし 従師

ない 事い
人

士師他

育護の

保看そ
） 人人

人

士師他

育護の

保看そ
） 人人
調そ勤後
務の
割人

）表数 人等は
を必
添ず
付記 総し入 勤たす

場る 務
時合こ
はと 間

、。

時

時
時 間

時
時
２

帯

時

）人
総
勤
務
時
間

時 び

時 勤
務
体時 制間

の
予時

定

時
２

帯

時

） 人人
他
理の

） 人人
他

理の
調そ

職
員
別

そべの的

】

ぎ所保

の各て年月入に

間ー○め児育

時サを齢

勤
務

間
時

例記の時

めしとて

】】

物くえ入１間

室の建て

の屋のだばし、外

名部

く系系し系

してと

】】

く理だ列列て列

設て管

者だ者さ施施記施

置

勤８

務時 時間 間

◎
こさ

】】】 のい

い入 記。

設貴。父設し 入

置施母置て 上

者設の者く の

者を
格類
資書
有る
き
※

添

約のー

をビで０契童サ
保ビ

記ス囲歳

し定に護ス

入のみ児
当いと提

て義該つ者を
単す

だ次すて月供

くは
いとも月位る

さのるは
がま保の

。おの齢でも

開

あい）日

でなで育

り

５階所

うを構さ、、２

。階階」時

ち含造い５

て中建建と間

、め欄

保記てて記は

建建し通

育入のの入、

等て建物物て常

室し階

１だ開

」くてののくの

はさ階階さ所

にだの２
び。間

保い階に及い時

名い設設入設
育。」当

個いは。が数しが

がさ

、くい

人。、あはてな
合

場設場届だ場

の施る

等は施いは

合長合出さ

、貴設。

は

施有を無

個ににめに

で設」含」

名けを数を

人お○た○

がを会がだ 注

団設等法さ 意

体置は人い を

のし、、。 よ

場て民 く

合い７間 読

はる任会 み

、団意社 、

そ体団、 ど

の等体任 の

名の」意 項

称形と団 目

を態な体 に

と
又こ記

士る
育す
保付

上 つ
に

）
師入

護
看。

は

、合つ保

り場にや

て
い

施て時

貴はい育

内し定

に）入を

設記間
契

て記くて

いにてめ

お
提入だ

九

。、

し）いし

供しさ約

室と該２外

い受月

て、

ほる設の、

のあ施階で

、は所方用

かのが両利

児当す施の

乳、在に者

、施場が望

室該る設希

ふがは在応

ほ設合所に

く所すじ

等す階場所

室在５る開

記保し記し

をる付を付

しのしく

入育、入て

施）北さ

、実、だ

区任に道。

の責内海い

てあ

欄のいに

分者つ内

名もる

で氏

り等

個び入列

８及記系

記に も

入つまの 空

しいす場 欄

てて。合 が

く、は な

だ該、 い

さ当そ よ

いすの う

。る代 、

番表 必

号者 ず

にの す

○氏 べ

を名 て

証
録

注 登
士
育

保の 、
は

る入を

資
、

等
し
写意

の

継

ビなて

ー能し

サ可通

保る建合を

す童続

ス児

を数のう

育階ては行

う記階階合

行を２５場

人職し施

、

た入」建に

だを

にをく数

」名て設

付しい数

を入さ内

○記

付及

。

記

しび 入

て職 し

く名 て

だを く

さ記 だ

で
認

確
が
格



】】
※ 記の入く
有職 上入職しなだ
資務 記し員ておさ
格に 、別く、い
者従 の有にだ施。
＝事 う資そさ設

北 海

を・場

数かる

】】
届 な提

合 従 記 出

入施事」は

お携
年

し設し、、

、医
月

て長て

保療
日 険機

道 公 報

いなつ

】】
慮

保。いい

る
定し 書

険こで保て 員て

加のく険記

類
に、

入際だ事入

を
つ同

状、さ故し

添
い時 付

号外第

て

】
利なも記 夜午

入に

間後時時用お記入

金別し当

保８間間料、

育いに途てた

育時保の

を

号

平す

成一入る
十時所も
四預児の
年か童

十りの

保す ち格れい長

育る 、者ぞ。に

士す 実とれつ

又べ 際有のい

はて に資勤て

看の 保格務も

護職 育者延実

師員 に以べ際

資に 従外時に

格つ 事に間保

をい し分数育

有て てけのに

す、 いて合従

そ く」い の

だにな」の

会関
前

さつい及他

社に
日

いいかび」

とつ
に

。て、欄

のい
お 契て

に は資 い

、格」そ

約は
て

常区との

書、
職

勤分も人

類具
務

・の、数

の体
に

非該保を

写的
従

常当育記

しな
事

勤す士入

を提
し

況入いて
添携

てに し

に所。内く 特保

つ児容だ

て
に育

い童）さ

く
定を

てに」い

だ
め行

は関欄。

さ
がう

、すに

い
なこ

るは

。
いと

加保、 場が

入険契 合可

」に約 に能

限期 はな

未定間 、人

ずつ食くり

代さこ

えれい事だ、

越

様

保時、、いの

てのて

を帯用会式

育間利入。

施も態、よ

実で形金に

、育及ャ難

し保別キり

泊ー年セ場

宿サびンい

をビ齢ル合

月保

一護

日

位
単

日
と

者

火

は
又

曜

間
時

日

位
単

る配 る、計事

者置 職常をし

予 員勤８て

定 に換時い

数

いで場

つ算間る

、資っは施

て有割合貴

務者もれに

勤格たこ設

てび）含け

し及のにお

た資たて平

い有しめる

のる、し て

別も看、

付内
い

にの護

し容
る てを

、に師 す

まそ、）

く記
べ

たれ調内

だ入
て

、ぞ理に

さし
の

保れ員職

いて
職

育○以種

。く
員

業を外を

だ
に

務付の記

さ
つ

にし職入

い
い

従て種し

。
て

加し、

、事くのて

貴数
を入、給 施

記」施付 設

入の設対 に

し該設象 お

て当備、 い

くすに保 て

だる対証 職

さ方す上 員

いにる限 配

。○火額 置

を災等 や

付保、 設

し険そ 備

わをに等、

伴ス別料は

い供入必用

な提記が利

育るてな態

保すし要形

ーのだ合及

サもく場別

、齢

スいは年

ビさにび

費料

供のに

提そ別

を。

、
し
約
契
に

期
定

不
で

す

時格も記均

ビ
ー
サ
育
保

帯以をしな

間者の入的
付

５６注

を外記て職

更 変変更物る

変変建す
。

月のと 事 更更年そこ

そしだ職く
前後由日他

配いいがさ

のてさ員だ

１２３４
。

置る。いい

置

の項施設変変

次２
第

内 お段の年更更 と前設

規称日項容

りの名月事

て等の

認

の

くは内 面

だ含容 を

さめに

記
別

考

北 第

海
道 号

知 様

事

の
式

か

のつ分

もにが

る用金

い
別くなだ

るし員てく

】
場上、

合記有にだおさ

資そさ、い

配・

員か
供
提
を
ス

」は

従

模
規
の
備
設
の

数施事

置

可定及

更
変

を
造
構
び

及

地

育り在

保よ所

外にび

るす
係ま

に出
設け
施届

。

様

並

４

認
第

育 ）
係保
関
外 ３

の可 条

の格れい施。

住氏法

施

う者ぞ。設

、、
そちとれ長

実資勤つ

」の、有のに

延て

び」際格務い

及他
欄に者

に保以べも

にに間際

」そ育外時実

の保

も人従分数に

との
保をして合育

、数事け

な

記」い

を長て

）設し
て、

ていか

しつい

入に
い常区

さ、格

だは資

く

と
る

す

非該
・の

。勤分

新
の
図

面
平

設
施

、
は

き

及し

称更

名変

にを

び

旧

の児

者、

表で

代の

びた

名に
人 設

法
祉

名福

氏童

出、
は 届

て

更っ
あ 変所

に

の
所

年務
事

る

書た
主

入い常を従

育記て、計
換時し

、しる勤８事

士
護員算間て

看、職

師にでい

い資っ場

、）つ有割る

もは

理にて格た合

調内
以種勤及のこ

員職、者
す有しに

外を務び）れ

常当
職入る資た含

の記

、に
にの
別も
のる

勤す
、ぞ

たれ
まそ

一保れ

〇

照
対

にし
務付
業を

育○

第

添
を

表

の
条 〕
在

月所

２

のて

種し時格もめ

日

地 職く帯以を記

のて間者
記の入し

員だを外記入

て

。
いい入職して

がさ

。
いい

てさ
しだ
事く
従

る



の

名施 の定庁 次規支

平 とに

成 およ

十 りり設

四 支 認報

年 庁名 可告

十 外し

北 海

別

北 記

海 第

道
知 号

事

式
様

様

６
の

道 公 報

廃事廃と
こ

２３４５注

設
年再し

置止業止４と

見止業廃

月休開休事、

理開に

）込）再止

日止
年み

号外第

と第設

の２施

次の
条１

及

認後称

り項名

お２の

外のび

可段

号

記
別

北 第

海
道 号

知 様

事

の
式

様 ５

月 施〒 保ま

一 設 育す

日 区 施。

分 設
の

私 運

立 営

火 、 の

院 状

曜 内 況

、 に

日 事 つ

業 い

認
第

）育 係
保 関

５外
の可 条

施

にに
人び 運

住氏法並

設

込る

月年由見係

営所名

記
月は

年合

日み場

日月

て
い要

つ不
には

」入
日

に地

育定在

保規所

、
は

出
るけ

係届
にり

設よ
施

をす
業ま

事

に
人び止

住氏法並廃。

所名に

認
第

）
係育

関保
４外 の

可 条
止

廃
設

施

て所
内 、

、事年 児

ベ業 童

ビ開 福月

ー始日 祉
法
第
条
の年年 ２

月
４

の

１

て及 況

っ称 状あ名

５月

た者
主表 告、代

報はび
の
所

年務名
事氏
るの

書

在

月所

る
係
に
止
休

が
出

届
の

こ

っ称止

あ名休

記
に
合
場

し

、代ま

はびし

て及）

氏で

るのの

た者た

主表
所福

の童

所児

務名、

事
在祉

月
年

書
出

届
）

止
休

日 第

現

日 １在 項）

祭
祝
・
日

すビ
供ー

提サ内

地〕 日
※

系
施 表

代列

開平土

所曜

理者運営者

る
す
入

時

管住運区運住

営営所

第

地法

理所

〕

設置者管

区設住代管

表理 置所

日

日

所置

の設

設
施

るス容

一夜

：

月
め

ぎ
預間 間

時時
）

：

り育育

か保 保

齢
年
象

対
齢

年年年

象象象

対対対

約
契

齢齢 齢
年
象

対

者内

名設

支
は

有庁

氏に 系 名お 列 ）い 施

て

数
設

入
記

かす 所る
こ 直

間日日

通
常：：

開
所

：： 時
間

者

者等名分者等

〒電 １５ 〒電

社共 話話

会済 番番

福組 号号 祉合
法
人６
会
２社
医
療７
法任

者者

分者等名名

〒電 １５
社共話氏氏

会済番名名

福組号）） 祉合
法
人６
会
２社
医
療７
法任

地名

在者

施最

設寄

電り

話駅
バ 番

ス 号

路
線
）

一
一

：

歳 歳歳歳 歳

）
歳 ：

のす

）））

歳歳歳

は入）容
２

※

）
歳

）
１

※

営と

店。

ン
ラ

フ
・

チ 職

ャ 名イ ）

内
道

ち
う

〕
ズ

時
間：：

外
開
所
時：：

間
備

人意
団
３体
宗
教８
法個
人人
４９
社そ
団の
法他
人
又
は

人意
団
３体
宗
教８

職職 法個

名名 人人

））

４９
社そ
団の
法他
人
又
は

線
駅
バ
ス
停
名
）
バ
ス
・

、すサは
」と

意こ
注る

齢こビ

月るー、

の
児

歳
０

まとス記を。

場
記内上

で。の入
照

参

合

無
）

所
か

考

） 財団
法
人

） 財団
法
人

徒
歩

分



※ 宿

な数
童 泊間児 時

計は 翌迎
でお段 ま間上 朝え時し

に

北 海

午午に午

間間夜

昼夜深

後お後前お前

午に午に

２迎２

後お

迎 ８迎
時え時え時時え時

道 公 報

在 ※
記か定報時 上分園 が区

年 料る員告間

を日 の類） 分月 金書人

入添０の 記

号外第

用料金

歳歳歳歳歳

児児児児児 児
歳

利

号

平
成
十
四
年
十

態
形
用
利齢

年

し
入 おえ記 に迎

月

、

）下 ） ）

段
の

） ） ）

）

）内 ） ）

に
は

ででらでら

ままかまか

） ） ）

） ） ）

） ） ）

当す児日齢 に付歳前年

たるに

０ りこ１お歳 歳い児

こ。児て 、と

１ の保歳 ２育児

式歳し 様

２ に児て歳 い児

り３る よ

３ 難歳児歳 児童

円円円円円

円円円円円

円
円

月
一
日

火

曜

日

め
ぎ

時位
一単

） 額
月

単
） り

間 か
時 預

位

）一 ） ）

時
預

）か ） ）

り
児

）童 ） ）

数
を

）再 ） ）

掲
す

）る ） ）

こ

） ） ）

） ） ）

） ） ）

） ） ）

） ） ）

児

場の い

４ 合４人歳 歳数児 は
、５ 利就歳 学児

形前 用

６就 態歳学 小前 児 別） 及学

小 び生

生
学

齢
年

円円円円円 円

円円円円円

入キ
ル））

セ

金ン

会ャ

円

単
））

代
事
食

位
の

そ
））

と
。

） ） ）

保 職 ○保 例育 有従育 ）士 資事） 名 格者

者

常常 常 勤勤 勤 勤

） ） ）
資格の有無等

資保その 常従 保事 施育格育のう し 勤て 業士他ち い

金
料計 別計

告

： のあ報

記で
上間掲

年

うる
ち
、時月

時在一をべす

めでこ 間籍月時含数る

童めかた記と 帯児ぎ預

円

料

） 別数・り延入。

円円円円

別
齢

年況
状

育
保

保務

他

・・ ・

非非 非 育形

常常 常 士態勤 勤 勤 又
は
看８
時 護勤 師

の時

資

時 格
あ務

り時 ）

る、 務・

従・ 非 設へ看保 事 の護育 し 常て 従師に い 勤な 長事従 い事 ）

常保看そし 勤育護のて 士師他 保い

従育人人人人る ） 者事者 非保看その 常育護の を勤士師他 除配 く置 。

０主間日

たにの ：：

るつ前

６保い日 ：

育てに ：：

時再お
し
事
従

に
務
職
て

い

７９

：：：：：：

８
：：：：：：

歳
１

歳
０

帯
間

時
育

保

時 時

時
時 間

時
時
２

帯

時

人人人人 ））数

常調そ及 勤理のび 他 そ勤 他の人人人務 職） 員の 非調そ ・体 常理の を勤他制

。く
除

人人人 ）

常

）

計
合

勤

２

数
置
配

の
員
職
る

い
て

歳学
４就

歳
３

歳

一前 二

学
小

勤８

務時 時間 間

人
常 ＋非

＋勤

）人

計
生



○ 有無等

資
有

平 格 資保その 従成 事者 格育のう し十 て士他ち四 いる、保 ・年 従・看保育十 事

北 海

資格の ※
員有る

職き

の格類務保 別資書常 職

添従業 勤者を勤 に施育

事務 務

非 間育すし設へ 時保付

道 公 報

※ 常

こ 勤

の 換総

運 算勤

営 後務

常常常

状 の時 勤 勤 勤人間 ・・・況 数 非非非報

号外第

職 ○ 常

上 勤

記 換総

名 以 算勤

外 後務

常常 勤 の の時勤 勤 務 職 人間・・

非非 形 員 数

号

勤

常常

勤
・・

非非

護育士 し月 て師に又 い一 な従は日 い事看 ）

看そし護 護のて師 師他いの

人人る資火 ）

者格 看そのあ 護の曜 師他

置）
配り

日 ） 人人数

そ

こい従 常 帯士るての

及

職 記はとる長事 勤 の又
入看。常保 は護員勤育 の士 不師保 配育 要）従人人 置事 。に者 予非保 たつ定常育 を だい勤士 除 して数

。く人人 、は）

常、平

常調 均

常常常

告 勤 勤 勤

に
各

）保 時育 間従

÷事
者
の ８
時勤
務 間
＝体
制

常常 態勤 勤
８
時 ）時勤 間

時 ÷

時 ８
時務

間時

＝

時

勤

常常

勤

のび 他勤

人務 ）

体 そ制

他
の

予
の

） 人

勤保

定

勤理 的そ 換育の な他 算士人人 職 職員 後登員非調 の録・ 配常理 人証を勤 置除 数のく ）。人人 は写）

必し常 ず等勤

記、合 入資人 計

す格

＋非

が
るが

分
か

）る 人勤
務
割
表 総等 勤を

添 務
時付
し 間

た

時

時

）人時 間

時

総

時 勤

２ 務帯

時 時
間

保状

を
類入況 書加 る険 き

加未 ※ 添

常 こ確＋勤 と認

）人
※※

。で

職 常

こ員有 勤

の別資 換総

運の格 算勤

営勤者 後務

常常

状務 の時 勤 勤
場
合
は
、

職 ○
上
記

名 以
外

常常常 勤 の勤 勤 勤

勤
務

間
時

常
勤
換総
算勤
後務

常常常常の時 勤 勤 勤 勤

保 職保 例
従育

育
）

） 事
士

名者
常 勤勤

険付
保添

付加

約こ
契の

入入 す

書と る。 〕

保保保 こ

容 事金 の 。険険 険内 と

任
責

償
賠

類故）額

種

人間 ・・況時保 数 非非報間育 常常

告帯士 勤 勤

にの又

各記は

）保入看 時育は護 間従不師

÷事要）

者。に

のたつ ８
時勤だい

務して 間

務 職・・・

非非非 形 員

常常常 態勤 勤 勤
８
時

勤

時
時

務

時

人間 ・・・・

数 非非非非

常常常常
勤 勤 勤 勤

）時
間
÷
８
時
間

務

非
・

形

常 態勤
８
時

勤

時
時

務

時

そ
・
険

保
害

傷
・

険
保

一 の三 他

＝体、は

制常、

が勤保

分換育

か算士

）る後登 人勤の録

務人証

割数の

表は写 総等必し 勤をず等

添記、 務
時付入資

時 時

時
時 間

時
時
２

帯

時

＝
）人

総
勤
務
時

時 時

時

間時
時

時
２

帯

しす格 間

）

時

たるが

場こ確

合と認

は。で

、

勤
務

間
時

間

勤８

務時 時間 間



室に
上

育以
階

保３

北 海

育 以階 難 関
玄消避保２

あ 非計室 火 のに 外消 防

道 公 報

設備

保 建乳便消

育 児火 物室

用 の所

の 形室採

の 態の具

光

設の ・

号外第

施設・

数積の

携物

提室室面建

育 機

保造 療構 医名

号

平
成
十
四
年
十

がる
あ

耐屋屋避調

内外 火難理

避避 構用室
の 器 造
の具防 難難

建の火 階階

物段段備区

付画

鉄保保け

耐 育 育 筋
コ室室救火

ン等等助構

クかか袋造

口画練がる

常訓

転耐避転 実 有有

火 施落落 構難 防防 ・実造 届止止 施の設 出設設 無回建 年備物備備 数

→月
日窓鉄耐窓 無火さ 筋 さ 回 のくコ構く ／ 場ン造 年クの

木専設 区

合

換

用画備置 気

有

造建

保 物有窓

育 等室

消 そ集専採と の合用光の火 他住室仕 良器 切 い 宅

フ有

普 事ェ

無

通本 務ン

・）・ 所ス

調

造
骨 室 関鉄

ビ

鉄 番内遊 話携

電提等室

コ

号容筋 戯

造
ト

理ー
リ 調ク

ン 室室

室室

月
一機所 日

名地

関在

火

曜

日

リららの
床 ー
ト

以以壁 緩
機 内内又 降

れにには
定 んああ特

避防 がるる
も も
のの難火

））橋設

石等備

）））
有 有 有 有 適

階階 ・リ傾 の段段 う 年手手 ー斜 避ち路 ト すす 難図りり 器上

具月訓れ テテ 練ララ ん
が 有ス屋ス 日手外手

回す階す ・／り石段り

）））） 年

未）

有有 適 届有

悪他

））

理 ルベ室 ビい

と 業ー・）

仕
の

務ベ窓

切 用ッ等

）ビド換有

ル気無 他） 良・ い そ専

） の用 他手 普洗 通い ））

造 個が
ん 器れ 便 便

建
階 の

そ

） 所室

合の
て

他

不無 無 無 無 適

給食
品 児時 立

園

給献乳食登
の

食

未

無無不 実無無 適 無 施

衛生管理
食 調 便 保 保望

育理 護者所器

室室 者ののの

のの 及保清消

有

い 無無 悪

無

） ））

研

者 の

護 等員

具職況保

階

と

計

外 保入児備 遊 育浴童え び をのら 、

れ 計外

の康 のの 食健 表 画必取

状

存察 食観 乳 作態 実保 離
） 施成

実 有冷 昼 有

食施 蔵

施施 用庫 ：体

でで 有 設設

温 調調

理理排 そ

便 仕の

清清 び育掃毒 掃掃 施室方・ 方方 設等法保 法法 利の・管 ・・

用見回方 回回

希学数法 数数

修

作
の
表

絡
連
急施

緊実

状況

加状

参絡

の連 等の

器
楽

参献施連

立絡 加設
だ

研によ 表帳

のの 修つり

名いの

、て配 配作

気 要扱て 浴 といい の

の する 策実 定る遊 施

玩 の実 カ有

ー時入施具

年 テ間浴 間 ン保、毎 ・ 、育汚日 月
案 敷でれ

・ 物、た 週 、３と・ 案 建日き ・

保非

育常

室警

の報

壁器

・具

天又

井は

が非出他 し週食 調 弁間事

立済 当献理

睡

市 の）み そ

眠

販 他無

）表 夕 無情 食・ 用 弁家様 当か ：

子

持 持ら 有

参そ

家参

の 庭他 で

成未玩 衣寝 哺 実乳具 施類具 ビ類 のの ンの 洗乾 の洗 燥 消

・・ 毒・ ・消消消 保毒毒毒 管方方方 方法法法 法

参記布布成

加入
年す
月る
、こ

）参と

そ加。

の者）

他数
等

デ 具以な

イ 等上ど回 リ の継の／ ー

防続対１ プ
ロ 炎し処週 グ 処て間） ラ 理在）絵 ム

園本 ・
行す 事る 予児 定

童机 ・
保
育

不常

燃警

材報

料設

仕備

上
げ

一
四

献の 事間そ 食週

）

そ立他未 の））実 他無施 無） ）

無
有 有有有

不
参無無無

）加

有入そ 処目 理浴の 標 済週・他 み）未椅 清 回実子 未拭 無） 処施 無・ 理）

処有 済理み
未無

理処



利児平

用成

者

童

十 票

四 の へ

年

作 の

十

北 海

安全確保

○○ 検なは

各等保の施い不適 事緊

室か育上設よ審、 故急

にら室、内う者さ 防時 危の、判のなのれ 止の 険落玄断危対立て

対 物下関す険策入い

道 公 報

感乳予○

幼防安

児全 染
症突対

然策

死 へ

号外第

理 ガえ

児健ケ職健調備

診 病れ 童員・ やら 康康

断のの断い 乳 気て 調 診
の

号

個育 の発

時の

園童

降児

情

月 報成

一 提状

日

ー用用

サ利利有

供況
家 ビ者予火 庭 スへ定状 内の者曜 況 容契へ

既 等約の日 往 の時契症 掲の約

が物、るなが防な 策

な防非こ場講止い
の合

い止常と所じ等場

、等口。、ら 適適 放の、）設れ対は

置安階備て策不

物全段等いや適

品対、へる緊と

が策通の場急す 不不 なが路囲合時る 適適 い講、障はに。

、じ台の適お

暖ら所設、け

房れ、置欠る

所施て童

器て便、け児

具い

の症
候
群 対
応の適

睡仰保 歯 再
登ブ眠向育 園ラ中け室不 にシ 当の寝で適 、 たコ乳の っッ て幼禁 プ の児煙 、 取タのの 扱オ い

時る 者

き厳

入の採採医 の

所措用用薬 検

後置時後便品
体 実 実実 保 施
設施施温 護施 で計 者 実施施 へ毎 施設設水 の月 でで枕 診連実類 実 断絡 書施施

の外 提

ク時
所 ッ 検

入 ェ 別

チ

医

査

施 実実

設 施施

で
実 服身施

測

装体

診 定断 外書 傷の 体提

示書内健 面容

状
康

交等

況

説

付の

成 明

康
健

録
記

長

実実実診 施施施

録
記

断

のる、錠いの

固場浴等る安

定合室を場全

、は、行合を

ラ等不保

燃適ベうは確

焼、
部欠ン、適す

のけダ児とる

覆て、童す体

いい園がる制

場、険整

、る庭危。が

書
庫合門な備

等は扉場さ

の不等所れ

転適に等て

倒とつへい

ル かめ守 、 かハ細 りン つか カ けな チ 医等観 のの 治察 共
用 証防 明止

の
等

提
出実実実 実

施施施 施 実
施

診診用 出療断断・

機書書消 母

毒 隔 のの 関 子
健提提薬 へ月 康出出 の 手ば 受 帳そそん 診 でののそ 確他う 他 認そこ の回う 他／類 回年 ／

） 年））他

）

重出

潔定

清測

健
子
母

他そ康 の手

他

認
確

で
帳

））未未未）

施施施無

実実実

運営運運運

て運
】】】

者者者

だ営を営営営

く
さ者委

防すい進る

止るて入場

、。点し合

設て管

い入し

】】】】

て置く理

設貴。父設し

の者く者だ者

置施母置

未未未

者設

未未実実実 実実 施施施施 施 ）

年の

施こさ毎日

※◎◎
月日

平記。４前

設のい

、の日状

図上１の

面入

未 未未 未実 実実 実施 施施 施））

の

村者

町置

市設

未未未

実実実

施施施

いと託がのが

作
の
簿
帳

れ体態人

。はさ団形法

い場つ民

当てのに、

、
者はて会

施る合い間

該
をそ該、

を等、、社

設
い名す意

営いの当任

運
すを番体

てま称る団

し

は

がを会がだがさ名

い

人。、

団設等法さ個い

、、。の施

体置は人い

場て民場設

のし

任会は等

合い７間合長
施

、団意社、貴

はる
の等体任で設

そ体団、
と団人お

名の」意個に

を態な体名け

称形

の記

ン意在を

パ注現況

よ状入

フを

記

く

ト読をて

ッく況し

レ
、み記

入

てい

金どしさ

料、入だ

等項く。

表の

上

添にさ

を目だ

成向
意 助

の の

後 ら今 か
有１２３４５

稚状の

用認付幼現そ

雇

ま

知保の園の他

通可近

書育認に

状
備
整
、
成

、所可しま

名証の

員格員

職資職
況

書用

簿明雇

の

る。記号等 況 歴状 履

てを合

をし○場

者入に
そ

、だし、

いく付は

い

。だ代

置いくの

設さて

者

一 本さ表

五

か名

ほ氏

の。の

人い者

まの記保

記にり等をる

しの

しいす場入育

入つ

施

く、は、実

てて。合

区任

さ当その責

だ該、

欄の

。る代分者

いすの

にの名

号者で氏

番表

を名個び

○氏８及

し空。

付もい

の

、

だなし

くがだ

て欄た

さい 注
、び

。う及

いよ
必 意

てて

べい

すつ

ずに

金し育いい

賃に保たで

帳無いがい

台た所。た

を
等

育
保

）長

等。延。

有有認
確 ）が 書

ば
え

行

設類

児施書
る

無無き
で

、及

有

表図

席面

出平

童

ら記

かを

者名

置職

設び

にを

しび」名

付及人職

だをを入

く名○記

て職

さ記付し

く年

て告

し報

入、

記は

だ月

無無

有有

。）

い
た
め

や

無



いそか

】】】

慮

の・ 運 、 定し

従 配 営 主施 員て

置施事 状 た設 に、

数設し 況 るの つ同

を長て 報 保開 い時

北 海

てる

】
利なも記書 午

にを

後時時用お記入類

別し当添

８間間料、入

いに途てた付

時保の金

を育

道 公 報

の的す
も間

年月入に一入る夜

預児の保

齢ぎ所保時所

め児育

０契童サか童育

歳約のーりの

号外第

時の各て

とそべ

】】】

て列間時サを

系系し系

施施記施外間ー○

列列

ス囲

設設入設開をビで

が数しが所記

号

平入し

成し運て
十て営く
四く者だ
年だがさ
十

記」い

さ個い

告 育所 てに

入にな 年 時時 特保

しつい 月 間間 に育

ていか 日 でが 定を

くて、 の あ め行

だは資 前 る時 がう

さ、格 日 間 なこ

い常区 に 時を いと

。勤分 お 間下 場が

・の い 」回 合可

非該 て とる に能

常当 職 は場 はな

勤す 務 、合 、人

ずつ食くりし
こく

えれい事だ、て

越

、、いのだ

てのて代さ

い

育間利入。様さ

保時
で形金に。

を帯用会式

保別キり

施も態、よ

実

サびンい

、育及ャ難

し

ビ齢ル合

泊ー年セ場

宿

保

を

保ビ

と

つ者を者

に護ス護

児

単す単

て月供日

いと提

は

齢でも又

月位る位

は

単

）日間

で育時

ま保の

な時入のみ
つ保位

にや

る、くい間し定

あはて

は当

場届だ場はて義該

通だ次す

合出さ合、く

設。常さのる

は施いは

。おの

有を無のいとも

にめに所りが

」含」開
を間あい

○た○時でな
、合

付を付外り場

を数
し記しで

月い人。

一。の

日

、
は

合
場

火

個
で

曜

名
人

日

のる

記
を

に 各は 貴数

別も 従 を施、 施

にの 事 記設当 設

、に し 入に該 に

まそ て しお時 お

たれ い てい間 い

、ぞ る くてと て

保れ す だ児な 職

育○ べ さ童り 員

業を て い数ま 配

務付 の 。がす 置

にし 職 多。 や

従て 員 い 設

事く に 備

わをに等、

伴ス別料は

い供入必用

な提記が利

育るてな態

保すし要形

ーのだ合及

サもく場別

、齢

スいは年

ビさにび

費料

供のに

提そ別

を。

記間定

て時不

い育で

す

約

てめ契

し定に

入を期

し保

さ約、

だ契し

くて
通ビ

をー

月サ

。、育

い

しく利施

、入て、貴は

）北さ者に）

、だ用設

。希いに

内海いのお内

に提入

つ内望て記

に道

じし）

てあ応供し

いに

所い受

記系開て、

もる

行サ可

し施をる入

入列

、
し

入

て設

で
欄
分
区

の
」
人
個
８

しだ つ 時 の

てさ い 間 面

いい て を を

い、る。 考

て例記の

めしとて

】】
部物くえ入１

提室の建

医の屋のだばし、

携名

か

のつ分

もにが

る用金

い

保。いてな

くいない

】

なだ

入、

おさ険こで保記お

てを

しス

、い加のく険

続供

継提
上し員て

かる入職し

】

・場
合記、別く 従

有にだ

な

く数うー能
施事」は

童

さ内合ス児

だを場ビ

。、

い数にす
員
】
※

配

記の入く
有職

置

入職しなだ
資務

数

し員ておさ
格に

付
を
○
に

、別く、い

場上
る
】

合記

療うを構さ、、２

」は

階」

機ち含造い５５階

中建建と

関、め欄。階

にて

つ保記てて記

階建建し

い育入のの入

は等て建物物て

て室し

２１だ

、」くてののく

体はさ階階さ

具にだの

当び。

的保い階に及い

入際だ事し保
な育。」

会

設状、さ故て険

施。
長況入いく

容さと

にに所。内だ社
契

いい童）いの

つつ児

もは関欄約

ててに」。

際るは類

実、すに書

保入険契写

に加保、の

、の資そさ
育」に約し

長てう格れい

設し、
そち者ぞ。
の

にな」の、とれ

」い

」際資勤

つい及他実有

て、欄に格務

いかび
に保者延
時

、格」そ育以べ

は資

人従に間

常区とのに外

・の、数事分数

勤分も

）
非該保をしけの

者従

を

有にだ施。
＝事

記

資そさ設

保す

入

格れい長

育る

し

者ぞ。に

士す

て

とれつ

又べ

く

有のい

はて

だ

資勤て

看の

さ

格務も

護職

い

者延実

師員

。

以べ際

資に 外時に

格つ に間保

をい

う

、、の
分数育

そち
に

び」際

及他実

」の、
欄
に保

事

も人従

とのに

」そ育

提室と該２

保をし

、数

内ほる設の

携のあ施階

を、は所方

容かのが両

入児当す施

記乳、在に

て、施場が

し室該る設

だふがは在

くほ設合所

さく所す

。等す階場

い室在５る

に限期を

事加し、付

従未定間添

て」施付て

し入、給し

る該設象だ

いの設対く

合すに保い

場当備、さ

限

こ方す上

はる対証。

を災等

に○火額

れにる

、計

常当育記てて合

含

、しる常を

勤す士入い

時

別も看、職勤８

のる
にの護員換

、）つで

、に師に算間

まそ

て資っ

たれ調内い有割

れ員職は格た

、ぞ理に

及の

育○以種、者も

保

の記務び）

業を外を勤

にし職入す有し

務付

有て けのに

す、 て合従

る配 、計事

者置 常をし

予 勤８て

定 換時い

数

で場

算間る
こ設

資っは施

有割合貴

及のにお

者もれに

格た

士入い

育記て
び）含け

護員

看、職

、しる
にて

調内い

、）つ

師に

理

一員職、

六

て

の記し

外を務

以種勤

育階ては

保る建合

職入

を数の
」建

う記階階

行を２５

てし険の

め付保そ

た入

含に

入くは容

記て等内

しる資た

てさめつ

しだ

事くのて時格も

従て種

帯以を

しだ職く間者の

いがさを外記

てさ員だ

る

。

る。いい記の入

い

も記均

資たて平

有しめ

職

以をしな

者の入的

格 時

のてた

種しい
外記て いを

がさ帯

員だ間

職く
。
い



て届す

平 第出第第る第

成 こ を 認

十 可条受条条と条

四 外の理のの。の

年 保２す２２２

十 育第る第のの

北 海

北別２、と

のげ号

道第３項、

海表第同し

海事４項第同第第

北

号 道務の」

第の

事決支に号の条条

めに７２

務裁庁改中次

決規の

裁程本、第次項第

道 公 報

北

北 海

海平 道

道成 訓

事 令

務年 第

決
裁月 号

程日
規１

号外第

こ
の 】

規 附 し建

則 、物保

は 則 耐鉄が育

、 火筋耐室

公 構コ火が

布 造ン構３

号

保付べ
をす

】

○設

室、に難

育して避

が
２有を備

月 施２こ３５５

一 設項と項第第

日

規規項項

」の。の１２

にに規規

い定定のの

と
。基基定定

う
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